
２．申請手続き

→「１．貨物利用運送事業の概要」参照

→「３．利用運送機関別申請書類の記載要領」参照
事前に御確認頂き、作成してください。

→「４．申請窓口」参照

→「 ５．申請書類のチェックリスト」参照
チェックリストで申請書類を御確認いただき、
チェック欄にチェックを入れてお持ち下さい。

登録／許可

受理

本省又は地方運輸局への

事前相談・確認

申請窓口を確認

申請書類を確認

利用運送機関の確認
（貨物自動車／鉄道／内航／外航／航空）

利用運送事業の種別の確認
（第一種／第二種）

→「１．貨物利用運送事業の概要」参照

申請

審査

御不明な点がございましたら、「６．よくある質問」をご参照下さい。

２

※e-Govでの申請について
「e-Govでのオンライン申請について」を
参照ください。


